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議
会
は
、
公
正
及
び
透
明
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

適
正
な
市
政
運
営
の
監
視
と
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
私
は
、
さ
ら
に
充
実
し
た
議
会
改
革
が
必
要

で
あ
る
と
の
思
い
で
立
候
補
を
決
意
し
ま
し
た
。

そ
の
想
い
の
一
端
を
申
し
ま
す
と
、
議
会
と
市
民
と

の
唯
一
の
意
見
交
換
の
場
で
あ
る
議
会
報
告
会
の
実
施

内
容
等
の
充
実
や
、
市
政
に
関
す
る
研
究
費
と
し
て
支

給
さ
れ
て
い
る
政
務
活
動
費
の
増
額
、
各
常
任
委
員
会

正
副
委
員
長
の
手
当
支
給
、
議
長
・
副
議
長
の
二
年
交

代
制
な
ど
テ
ー
ブ
ル
に
挙
げ
、
議
論
す
る
時
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
素
直
に
市
民
の
声
に
耳
を
傾
け
、
市
議

会
二
十
二
名
と
な
っ
た
新
議
員
に
求
め
ら
れ
る
責
務
は
、

今
ま
で
以
上
に
大
き
く
な
り
、
議
会
で
の
大
議
論
は
勿

論
、
各
層
、
各
会
派
で
の
幅
広
い
議
論
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
議
長
の
公
平
・
公
正
で
、
円
滑
な
議
会
運
営

を
補
佐
す
る
こ
と
は
究
極
の
思
い
で
あ
り
、
議
長
と
議

員
皆
様
方
と
の
パ
イ
プ
役
と
な
り
、
し
っ
か
り
と
汗
を

か
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
議
員
皆
様
と
の
意
思
疎

通
が
図
ら
れ
、
議
会
の
和

の
醸
成
に
も
つ
な
が
る
も

の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
実
現
に
向
け
て
し
っ

か
り
と
リ
ー
ド
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

新
二
本
松
市
誕
生
か
ら
13
年
目
を
迎
え
、
本
市
議
会

は
、
市
民
の
皆
様
か
ら
ま
す
ま
す
そ
の
存
在
意
義
や
価

値
を
問
わ
れ
る
時
代
と
な
り
ま
し
た
。

特
に
議
会
改
革
は
、
10
年
に
亘
り
諸
改
革
を
実
行
し

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
議
員
定
数
の
削
減
等
は
市
民
の

皆
様
の
議
会
に
対
す
る
試
金
石
（
判
断
材
料
）
と
な
り

得
る
も
の
で
す
。
今
後
も
、
議
会
の
透
明
性
の
拡
大
や

チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
、
議
員
提
案
型
の
議
案
の
推
進

等
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
本
市
で
も
急
速
な
人
口
減
少
に
よ
る
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
維
持
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
限
ら
れ
た
予

算
の
中
、
人
口
減
少
対
策
や
地
域
維
持
対
策
を
、
本
市

の
特
性
を
再
確
認
し
な
が
ら
執
行
部
側
と
も
知
恵
を

絞
っ
て
真
剣
勝
負
で
取
り
組
み
ま
す
。

ま
た
、
私
た
ち
は
議
会
の
権
能
を
最
大
限
か
つ
健
全

に
発
揮
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、

戒
石
銘
の
精
神
を
忘
れ
ず
、
継
承
す
べ
き
は
継
承
し
変

え
る
べ
き
は
変
え
る
。
地
域
の
枠
組
み
を
越
え
、
二
本

松
全
市
民
の
最
大
公
約
の
幸
福
を
第
一
義
に
考
え
る
議

員
が
い
て
議
会
が
あ
る
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ま
す
。

今
後
も
、
市
民
の
負
託

を
受
け
ら
れ
た
議
員
皆
様

の
思
い
を
し
っ
か
り
と
受

け
止
め
、
市
政
の
発
展
に

寄
与
す
る
よ
う
全
力
を
尽

く
す
こ
と
を
お
約
束
し
ま

す
。
皆
様
の
ご
賛
同
を
お

願
い
し
ま
し
て
所
信
表
明

と
い
た
し
ま
す
。

新議会スタート

　任期満了による市議会議員選挙後の臨時議会が７月３日に開催され、議長・副議長選挙、各常任
委員会の委員の選任、正副委員長の互選、一部事務組合議会議員の選挙が行われました。
　議長及び副議長選挙に当たっては、市民にわかりやすい、真に開かれた議会運営を行うため、今
回から初めて、議長または副議長に就任しようとする議員から議会運営に係る所信表明が行われま
した。
　議長選挙では斎藤広二議員と本多勝実議員が、副議長選挙では佐藤源市議員と堀籠新一議員が所
信表明を行い、選挙の結果、議長には本多勝実議員、副議長に堀籠新一議員が選出されました。所
信表明の内容は、次のとおりです。

新議会スタート
７月３日に初議会、新議会構成決まる

議長に本多勝実氏、副議長に堀籠新一氏が就任

議
長
選
挙
所
信
表
明

�

本
多
　
勝
実
　
議
員

副
議
長
選
挙
所
信
表
明
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堀
籠
　
新
一
　
議
員



3 委員会の構成

　改選後の議員定数が22人になることに伴い、各委員会において十分な議案等の審査、委員間
での活発な討議を行うため、新たに３つの委員会構成となりました。
　各委員会の構成、所管事項は次のとおりです。

新しい委員会の構成

■常任委員会
議案などを専門的、合理的、能率的に審査するため、部門別に常設の委員会を設けています。
本会議で付託された議案や請願を詳細に審査し、委員会の審査の結果を本会議で報告します。

■議会運営委員会
円滑な議会運営を行うために、議会運営委員会が設置されています。

■特別委員会
特定事件を審査するために特別委員会を設置することができます。

議会豆知識 委	員	会

総務市民常任委員会

産業建設常任委員会

文教福祉常任委員会

議会運営委員会

安達地方広域行政組合議会議員 福島地方水道用水
供給企業団議会議員

【所管事項】
議会、総務部、会計課、監査委員、選挙
管理委員会、固定資産評価審査委員会及
び市民部の所管に属する事項（支所にお
いて取り扱う事項を含む。）並びに他の
常任委員会の所管に属さない事項

【所管事項】
産業部、農業委員会、工業団地造成事業
所、建設部、宅地造成事業所及び上下水
道部の所管に属する事項（支所において
取り扱う事項を含む。）

【所管事項】
福祉部、福祉事務所及び教育委員会の所
管に属する事項（支所において取り扱う
事項を含む。）

【所管事項】
議会の運営に関する事項、議会の会議規
則、委員会に関する条例等に関する事項、
議長の諮問に関する事項

斎藤　　徹　　佐藤　運喜　　小野　利美　　佐藤　　有
平　　敏子　　平塚與志一　　佐藤　源市　　本多　勝実（議長） 本多　勝実（議長）

委 員 長	 本多　俊昭
副委員長	 加藤　建也
委　　員	 坂本　和広　　佐久間好夫　　鈴木　一弘
	 熊田　義春　　菅野　　明　　本多　勝実

委 員 長	 安齋　政保
副委員長	 石井　　馨
委　　員	 斎藤　　徹　　小林　　均　　野地　久夫
	 平塚與志一　　斎藤　広二

委 員 長	 小野　利美
副委員長	 佐藤　運喜
委　　員	 堀籠　新一　　佐藤　　有　　平　　敏子
	 佐藤　源市　　平栗　征雄

委 員 長	 熊田　義春
副委員長	 平塚與志一
委　　員	 佐久間好夫　　鈴木　一弘　　安齋　政保	
	 菅野　　明　　野地　久夫　　平栗　征雄


